
 

東京ベイ eSG プロジェクト国際発信実行委員会 

第５回総会 

－議事次第－ 

 

日  時：令和５年７月５日（水）１５時００分から 

開催形式：オンライン併用 

場  所：都庁第二庁舎 31 階特別会議室 21 

 

１ 開会 

 
２ 報告事項  

（１）事業者決定及び提案内容について 

（２）都によるプレス発表について 

（３）意見交換会について 

（４）規約等について 

 

３ 審議事項 

（議案１）広報計画について 

（議案２）令和４年度決算について 

（議案３）共催協定書について 

 

４ その他       

 

５ 閉会 



東京ベイeSGプロジェクト国際発信実行委員会
第５回総会

議事次第

１ 開会
２ 報告事項

（１）事業者決定及び提案内容について
（２）都によるプレス発表について
（３）意見交換会について
（４）規約等について

３ 審議事項
（議案１）広報計画について
（議案２）令和４年度決算について
（議案３）共催協定書について

４ その他
５ 閉会

令和５年７月５日（水）15:00〜＠都庁第二本庁舎31階特別会議室21（オンライン併用）



２ 報告事項



２ 報告事項
（１）事業者決定及び提案内容

読売新聞東京本社



２ 報告事項

（２）都によるプレス発表について



２ 報告事項

（３）意見交換会について



【意見交換会日程】

７月 ６日（木）CIC TOKYO 16F Renga会議室
７月１１日（火）CIC TOKYO 15F Daidai会議室
７月１８日（火）CIC TOKYO 15F Daidai会議室
７月２０日（木）CIC TOKYO 15F Daidai会議室 ※取りまとめ

○意見交換会では企画概要に反映させたいコンテンツやアイディアを中心にご発言ください
○下記日程に参加できない委員は個別調整しますが、７月中に調整ができない場合は、書面にてご意見をご提出ください（任意）
○いただいたご意見等は、事務局で取りまとめ、実施運営計画（案）に反映します。
○実施運営計画（案）は第６回総会（８月下旬〜）で審議します

有識者委員との意見交換について

各区及び地元団体等委員との意見交換について（調整中）

※いずれも18:00〜19:00で実施。オンライン併用

○中央区 7/13（木）13:00-14:00

○港区 7/18（火）16:30-17:30

○江東区 7/19（水）16:15-17:15

○品川区 7/19（水）11:00-12:00

○大田区 7/19（水）17:00-18:00

○まちづくり協議会 7/13（木）10:00-11:00

○臨海HD 7/13（木）10:00-11:00

○臨海高速鉄道 ７/12（水）10:30-11:30

○自工会 7/13（木）10:00-11:00



２ 報告事項

（４）規約について



事務局長変更に伴う規約の改正について
東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベント企画提案等審査委員会設置要綱−新旧対照表−
〇事務局長の変更（部長級→理事級）に伴い、企画提案等審査委員会の委員を以下のとおり変更
（詳細は別添資料参照）

新 旧

組織名 所属等 氏名
（敬称略）

審査会
委員

東
京
ベ
イeSG

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

国
際
発
信
実
行
委
員
会

委員長 株式会社arca 辻 愛沙子 委員

副委員長 株式会社グランドレベル 田中 元子 委員

委員 日本科学未来館 伊藤 洋一 委員

事務局長 東京都政策企画局理事
（東京ｅＳＧプロジェクト推進担当） 相田 佳子 委員長

外部有識者

東京ビッグサイト 石岡 由江 委員

事業構想大学院大学 田中 里沙 委員

立教大学 玉井 和博 委員

組織名 所属等 氏名
（敬称略）

審査会
委員

東
京
ベ
イeSG

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

国
際
発
信
実
行
委
員
会

委員長 株式会社arca 辻 愛沙子 委員

副委員長 株式会社グランドレベル 田中 元子 委員

委員 日本科学未来館 伊藤 洋一 委員

事務局長 東京都政策企画局
東京ｅＳＧプロジェクト推進担当部長 宮崎 成 委員長

外部有識者

東京ビッグサイト 石岡 由江 委員

事業構想大学院大学 田中 里沙 委員

立教大学 玉井 和博 委員



事務局長変更に伴う規約の改正について
東京ベイeSGプロジェクト国際発信実行委員会業者等選定委員会設置要綱−新旧対照表−
〇事務局長の変更（部長級→理事級）及び委員数拡大に伴い、業者等選定委員会の委員を以下のとおり変更

新 旧
（構 成）
第３条 選定委員会は次に掲げる職にある者をもって構
成する。
委員長 東京都政策企画局理事（東京eSGプロジェクト推進担当）
委 員 東京都政策企画局企画担当部長

東京都政策企画局東京eSGプロジェクト推進担当部長
東京都政策企画局計画調整部東京eSGプロジェクト
推進担当課長
東京都財務局主計部予算担当課長

（構 成）
第３条 選定委員会は次に掲げる職にある者をもって構
成する。
委員長 東京都政策企画局東京eSGプロジェクト推進担当部長
委 員 東京都政策企画局プロジェクト推進課長

東京都財務局主計部政策評価担当課長



３ 審議事項

（議案１）広報計画について



１．広報全体計画
「サステナブルといえば東京」が認知され、世界各都市との連携によるムーブメントを東京が牽引するための情報を発信
有明アリーナと日本科学未来館それぞれにターゲットにあったアンバサダーをキャスティング

２．オウンドメディアの活用
○公式ホームページ更新：進行状況に応じてNewsとして情報発信
○Twitter運用：PR活動と連動させ、発信する情報を要約し速報的に情報を発信
○Instagram運用：各イベントの見どころ等をビジュアルを活用してわかりやすく訴求
○そのほかSNS活用：必要に応じてそのほかの公式SNSを活用

３．アーンドメディアでの情報発信
○PR事務局の設置：日英対応でリリース発信後の問い合わせなどに対応できる体制を構築
○メディアへの情報発信：会期までに３回程度リリース配信
○コンテンツメディア発表会、プレスツアーの実施
○オープニングセレモニー（未来館、有明アリーナの２か所）でのメディア向け情報発信
○会期中の海外メディア向け情報発信・プレスツアーの実施
○メディアキットの作成
○会期中の来場者速報の発信
○事後PR、海外メディアへのプロモート

広報計画書（概要版）



４．ペイドメディアでの発信
○メディアタイアップ：リリース配信に合わせて主要紙、WEBメディアを中心に深堀情報を発信

直前から会期中にかけて海外メディアとのタイアップを実施
○集客のための広告出稿：チケット発売時や会期直前のタイミングで、主要紙やWEB媒体に広告出稿

５．海外イベントとの連携
○海外イベントでの情報発信：海外展示会への出展時等における現地メディアと連携した情報発信
○各種制作物の作成：海外イベントでのPRに必要な動画等の作成

６．シティドレッシング
主要交通機関、駅から会場までのルート等を中心に、統一的なデザインのフラッグやバナー等で効果的に装飾

７．各種広報制作物の作成
○イベントロゴ・キービジュアルの制作
○シティドレッシング及び各種広告物への展開：イベントロゴ・キービジュアルを元に素材制作
○イベントプログラムの制作：公式アプリ、再生可能素材等を活用したパンフレット
○イベント告知用の動画制作：オウンドメディアや各種メディアでの掲載を想定した30秒程度の告知動画

会期中の様子を収めた事後告知用の120秒程度の動画
○イベントグッズの制作：Tシャツ、ステッカー等



３ 審議事項

（議案２）令和４年度決算について



収入の部 （単位：円）

予算額 決算額 増減 備考

24,000,000 4,887,869 △ 19,112,131 差引 19,112,131円　都へ返還

24,000,000 4,887,869 △ 19,112,131

支出の部 （単位：円）

予算額 決算額 増減 備　考

24,000,000 4,887,869 △ 19,112,131

委託内容
・イベントに係る必要経費の算出
・イベント企画の策定
・実行委員会運営等補助業務　等

減額理由
・落札差額

24,000,000 4,887,869 △ 19,112,131

0 0 0

（案）

東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベント事業　令和４年度収支決算書

科　　目

支出合計

収支差額

東京都負担金

収入合計

科　　目

委託費（東京ベイeSG プロジェクトに係る国際発
信イベント業務支援委託）

議案 ２



３ 審議事項

（議案３）共催協定書について



議案 ３東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントの共催に関する協定書（案）抜粋

東京都（以下「甲」という。）と東京ベイeSGプロジェクト国際発信実行委員会（以下「乙」という。）は、甲乙間において、次の条項により、東京ベイeSGプロジェ
クト国際発信イベント（以下「本イベント」という。）を共同で開催することに関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。

（趣旨）
第１条 甲及び乙は、東京ベイeSGプロジェクトが目指す「『自然』と『便利』が融合する持続可能な都市」を広く国内外に発信し、世界各都市と連携してサステナブル
な社会の実現に向けたムーブメントを牽引するとともに、東京から持続可能な新しい価値を海外に発信する“Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech To
kyo”の下で、甲のスタートアップイベントと世界都市首長級会議と連携し、共同で開催することを目的とする。

（協定期間）
第２条 本協定の期間は、協定締結の日から乙の解散日までとする。

（イベント実施概要）
第３条 本イベントの実施概要は以下のとおり。
（１）開催期間

令和６年４月27日（土曜日）から５月26日（日曜日）まで
（２）開催場所

有明アリーナ、日本科学未来館、シンボルプロムナード公園他
（役割分担）
第４条 甲及び乙の役割分担は、以下のとおりとする。
（１）甲の分担業務

ア 本イベントの企画・実施等に関する協議及び助言
イ 甲の媒体を用いた広報等
ウ SusHi Tech Tokyoとして一体的に開催するイベントの調整
エ 本イベントの実施に係る経費の負担に関すること
オ その他甲が必要と認める事項

（２）乙の分担業務
ア 本イベントの企画、広報、実施等に関する業務全般
イ その他本イベントの実施に必要な事項



東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントの共催に関する 

協定書  

 
 

東京都（以下「甲」という。）と東京ベイeSGプロジェクト国際発信実行委

員会（以下「乙」という。）は、甲乙間において、次の条項により、東京ベ

イeSGプロジェクト国際発信イベント（以下「本イベント」という。）を

共同で開催することに関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。 
 
 
（趣旨） 

第１条 甲及び乙は、東京ベイeSGプロジェクトが目指す「『自然』と『便

利』が融合する持続可能な都市」を広く国内外に発信し、世界各都市と連

携してサステナブルな社会の実現に向けたムーブメントを牽引するとと

もに、東京から持続可能な新しい価値を海外に発信する“Sustainable Hi

gh City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo”の下で、甲のスタートアップ

イベントと世界都市首長級会議と連携し、共同で開催することを目的とす

る。 

 
（協定期間） 

第２条 本協定の期間は、協定締結の日から乙の解散日までとする。 

 

（イベント実施概要） 

第３条 本イベントの実施概要は以下のとおり。 

 （１）開催期間 

    令和６年４月27日（土曜日）から５月26日（日曜日）まで 

 （２）開催場所 

    有明アリーナ、日本科学未来館、シンボルプロムナード公園他 

 

（役割分担） 

第４条 甲及び乙の役割分担は、以下のとおりとする。 

（１）甲の分担業務  

 ア  本イベントの企画・実施等に関する協議及び助言 

 イ  甲の媒体を用いた広報等 

 ウ  SusHi Tech Tokyoとして一体的に開催するイベントの調整 

 エ  本イベントの実施に係る経費の負担に関すること 

 オ  その他甲が必要と認める事項 

（２）乙の分担業務 

 ア  本イベントの企画、広報、実施等に関する業務全般 

   イ  その他本イベントの実施に必要な事項 

 

（案） 議案 ３ 



 

（経費の負担） 

第５条 前条（１）エに定める経費の負担については、甲の各年度の予算に応じて、別に定

めるところによる。 

 

（協定の解除） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する場合は、甲又は乙は本協定を任意に

解除することができる。 

（１） 甲又は乙が本協定書の各条項に著しく反したとき。 

（２） 甲において、施策方針の変更等により又は公益上の見地から本イベ

ントに関する事業を中止する必要が生じたとき。 

（３） 乙の業務執行上、甲の共催事業としてふさわしくない行為があった

とき。 

（４） 荒天・天変地異その他の予測し得ない事由によりやむを得ず本イベ

ントを中止するとき。 

２ 甲及び乙は、前項各号の規定に基づき、本協定を解除したため本協定の

相手方に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。 

 

（印刷物の作成） 

第７条 乙は、甲の共催名義を入れて印刷物を作成する場合は、事前に原稿

を甲に提出し、甲の承認を得るものとする。 

 

（協定内容の変更） 

第８条 甲及び乙は、業務の内容等を変更する必要があるとき又は経済情勢

の変動、不可抗力その他予期することができない事由により本協定に定め

る条件が不適当となった場合は、協議の上、本協定の内容を変更すること

ができる。 

 

（その他） 

第９条  本協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に定

めのない事項については、甲及び乙はその都度誠意をもって協議を行い、

これを決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 



 本協定締結の証として甲及び乙は、本協定書を２通作成し、それぞれ記名

押印の上、その１通を保有する。 

 

 

令和５年 月 日 

 

       東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

   甲    東京都 

        代表者 東京都知事           小池 百合子 

 

        

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

   乙    東京ベイeSGプロジェクト国際発信実行委員会 

        代表者  実行委員長          辻 愛沙子   

      



４ その他


